
住まいの今の状態を知ろう
大地震に対して、建物が十分な耐震性を
持っているかどうか、専門の診断士が
住宅を調査し、評点を付けて評価します。

費用９万円のうち８万円を補助
（延床200㎡以内の場合）

補強計画 耐震改修の計画を立てよう
耐震性を一定以上確保するために、どういった
補強を行うか検討して計画を作ります。

耐震改修 住まいを地震に強くしよう
補強計画に基づいて、建物の耐震性を向上させる
ために補強を行います。

お問い合わせ先　真庭市建設部まちづくり推進課　TEL（0867）42-7781

費用９万円のうち８万円を補助
（延床200㎡以内の場合）

工事費の80％ または 最大115万円を補助

その他の補助

●部分耐震改修（１階の１室のみの改修）
●耐震シェルターの設置
●防災ベッドの設置

耐震改修の代わりに以下の補助を
受けることができます

耐震診断

工事費・設置費の50％ または 最大80万円を補助
※高齢世帯などの場合は、設置費の80％または、最大80万円を補助します


